
1.発生動向 3．新型コロナウイルス感染症の段階適用状況
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栗原支所管内定点数：＃は３施設。それ以外は２施設

２．施設対応状況   （過去２週間における支所対応状況）
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◎：複数対応中、〇：対応施設あり、ー：対応無し
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＊「1.発生動向」の解釈について

・上段は圏域全体で一週間に診断した患者数
・下段は一つの定点（医療機関）において一週

間に診断した患者数
・下段の定点当たりの数値を表右側の判断基

準と照らし合わせて評価してください。

【 定点把握対象疾患 】
• インフルエンザは前週より減少しました。

• 新型コロナウイルス感染症は前週より減少しました。

• Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎（溶連菌）は前週より増加しま

した。

• 感染性胃腸炎は前週より減少しました。

【 集団発生情報 】

高齢者施設において新型コロナウイルス感染症の集団発生

がありました。感染対策に努めましょう。

【 感染症コラム～空気感染～ 】
• ３つの感染経路（接触、飛沫、空気）の内の１つです。

• 感染者が咳やくしゃみ、会話をした際に口から飛び出した飛

沫（＝しぶき）は乾燥し、周囲に拡散します。一部の病原体は

感染性を保持したまま飛沫の芯（飛沫核）となり、空気中を

漂います。その飛沫核を他者が吸い込むことで空気感染が

成立します。

• 飛沫核は小さな粒子のため空気中を漂い続けます。よって

空気感染は密閉された空間全域（例：施設内、機内）に及び

ます。

• 飛沫核を除去するには、空間の広さに適した高性能エアフィ

ルターつきの換気システムが必要になるため、一般的な感

染対策においては空間の空気を物理的に入れ替える「換気」

を行います。

• 空気中の病原体は測定できないため、換気の指標として空

気中の二酸化炭素（CO₂）濃度で代用することもあります。

• 空間に見合った有効な換気方法（頻度、時間など）の他、嘔

吐物・汚染物・痰等を乾燥する前に正しく処理をすることも

重要です。

国の基準に基づき、在院者数に応じた本県の段階（0～Ⅲ）を定め、段階に応じて即応病床数を

設定しています。


